
本日 9 月 19 日、学校法人立命館に対して「抗議文および団体交渉申し入れ書」を出しに本

部のある朱雀キャンパスに行ってきました。申し入れ書を渡しにいく前に、出勤する職員

の方々にビラを渡していたところ、藤井人事部長と人事課長が来たので少し話をしました。 

 

藤井部長が「我々は十分説明をしている」と言うので「なぜ 5 年雇止めの起点が 2013 年だ

ったのか、十分に説明できていないですよね？」と反論したところ「2013 年にしたのは、

労働契約法の改正があったから。労働契約法の改正をきっかけに、非常勤講師の雇用期間

について見直しを始めた。授業担当講師制度の導入も見直しの中に含まれる。我々として

は、労働契約法の改正が契機になっているから 2013 年を起点にした。ただそれは間違いで

あったと認める。だから就業規則からも関連する条項を削除した」と説明しました。 

 

法人は、これまで授業担当講師と労働契約法改正は関係ないと説明してきましたが、その

関係を認め、やっとまともな説明をするようになってきました。 

 

しかし組合が「労働契約法の改正が議論開始のきっかけなら、脱法行為ではないか」と質

しても「脱法行為をしているという認識はない」、「2013 年を起点としたことが間違いであ

ったと認めるなら、2017 年度末の雇止めも間違いだったのではないか」と質しても「雇止

めが間違いだったとは考えていない」、「労働契約法と授業担当講師の関係など、組合が主

張してきた内容を認めるかたちで説明を変えてきているじゃないですか」と質しても「組

合と法人の主張は平行線だ」という回答を繰り返しました。 

 

会議があるので戻らないといけないと藤井人事部長が言うので、「根拠のない雇止めをして

おきながら、その間違いを認めないなど企業よりも酷い対応であり、税金の補助を受ける

教育機関、法学部やロースクールのある大学のする対応ではない。次の団体交渉では、雇

止めによって生活とキャリアが破壊された講師がいることにきちんと向き合った回答をし

てほしい」と最後に伝えました。 

 

学校法人立命館は、どこぞの首相のように、「認識していない」「間違ったことはしていな

い」「平行線だ」と言い続けたら、しのげると考えているようです。 

理事会が問題に誠実に向き合うまで、私たちは抗議行動を続けます。 

 

立命館大学は人間を大切にしてほしい。 

法律を大切にしてほしい。 

言葉を大切にしてほしい。 

歴史を大切にしてほしい。 

関西非正規等労働組合、関西圏大学非常勤講師組合 


